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産業建設委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和２年２月２５日（火曜日） 

午前１０時開会、午後０時４７分閉会 

場 所 第４委員会室 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

 １ 開 会 

 

 ２ 委員長挨拶    

 

３ 協議事項 

（１）都市産業部関係について 

（２）建設部関係について 

  

４ その他 

 

５ 閉 会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名） 

 委員長  勝田 達也 

副委員長 小坂  博 

 委 員  内田 卓男 

 委 員  柏村 忠志 

 委 員  寺内  充 

 委 員  矢口  清 

 委 員  栁澤  明 

 委 員  平石 勝司 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（０名） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（１２名） 

 都市産業部長     塚本 隆行 

 建設部長       岡田 美徳 

 商工観光課長    皆藤 秀宏 

 農林水産課長    室町 和徳 

 都市計画課長    佐々木 啓 
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 建築指導課長    坂本 憲一 

 道路課長      草間 正志 

 住宅営繕課長    櫻井 良哉 

 下水道課長     和田 利昭 

 公園街路課長    浅岡 武徳 

 水道課長      黒須 清一 

 農業委員会事務局長 下村  浩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者  川上 勇二 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者 ０名 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○勝田委員長 おはようございます。ただ今から産業建設委員会を始めさせていただき

ます。柏村議員は，少し遅れるそうです。それでは早速，協議事項に入らせていた

だきます。３月定例会上程議案等について，初めにアの令和２年度土浦市一般会計，

特別会計の予算案について，商工観光課から順次説明をお願いいたします。 

○皆藤商工観光課長 別添資料１の１ページをお願いいたします。水郷筑波サイクリン

グ環境整備事業でございます。この事業の目的は，つくば霞ヶ浦りんりんロード等

の本市サイクリング環境のＰＲを図りまして，交流人口の拡大と地域の活性化を図

るものでございます。来年度の事業ですが，商工観光課，政策企画課，連携を図り

ながら事業を実施したいと考えているところでございます。事業の内訳で，商工観

光課の事業としましては，サイクルツーリズム事業，サイクリストの優待店事業，

ルート案内設置事業等でございます。県や周辺市町村と連携を図りながら広域的な

事業として実施してまいりたいと考えております。続きまして，２ページの方をお

願いいたします。わくわく茨城生活実現事業でございます。この事業は，東京圏へ

の一極集中の是正を図りまして，地域の担い手不足対策のため，地方創生推進交付

金を活用し，移住及び新規就業者の創出を図ることを目的としております。事業内

容といたしましては，東京２３区在住者，又は東京圏在住で，東京２３区へ通勤し

ている方が，茨城県がマッチング支援対象とした中小企業等への新規就業する方に，

交付金を支給するというものです。来年度につきましては，単身移住者２名，世帯

では２世帯分を計上したところです。この事業の推進を図り定住人口の増加と中心

市街地の活性化を図っていきたいと考えているところです。続きまして，３ページ

をお願いいたします。中心市街地開業支援事業でございます。この事業につきまし

ては，中心市街地に開業しようとする新規事業者に対しまして，家賃又は改装費の

一部を補助することにより，起業機会を創出し，まちで働く人・活動する人を増や

すことで，中心市街地の活性化を図るというものでございます。令和元年度にです

ね，開業時の改装費の制度を，新たに創設したものでございます。この事業を推進

することにより，賑わいのある商店街の形成，また，街中の魅力度向上を目指して

まいります。続きまして４ページの方をお願いいたします。第８９回土浦全国花火

競技大会開催事業でございます。今年度の大会につきましては，大会途中の事故に

よります安全確保等に時間を要しましたので，観覧者の帰りの安全確保を考え，プ

ログラムを短縮して開催したところです。８９回大会は，これまで以上に安心安全

な大会運営に努めていきたいと考えているところです。事故の原因と対策につきま

しては，その他のところで報告させていただきます。商工観光課からは以上でござ

います。 

○室町農林水産課長 引き続き５ページをお願いいたします。土浦ブランドアッププロ

ジェクト推進事業となります。この事業の目的は，多種多様な農林水産物や加工品

をＰＲすることで，本市のブランド力を底上げし，交流人口の増加とまちの賑わい

創出に繋げるものでございます。事業の概要としましては，今年度事業内容欄に記

載していますが，土浦ブランドイメージメニューの普及推進事業として，開発した
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加工品のレシピを市民に広げるため，料理教室の開催や飲食店舗等でメニュー化さ

れるように取り組むものです。また，３番目の土浦の恵みマルシェでの販売会の実

施では，土浦ブランド認定品の販売会を通しまして，土浦ブランドの認知向上を図

るものでございます。４番目，販売拠点整備については，土浦ブランド認定品を，

認定店で販売できるように取り組む事業でございます。６頁をお願いします。一般

地帯土地改良事業となります。この事業は，農道・かんがい排水の整備が主なもの

です。事業の概要，初めに，１つ目，農道整備については，農道改良工１箇所，農道

舗装工１箇所。次に，かんがい排水については１箇所の整備を行うものでございま

す。私からの説明は以上となります。 

○佐々木都市計画課長 同じ資料の７ページをご覧いただきます。地域公共交通確保維

持改善事業でございます。こちらにつきましては，平成２９年度に策定いたしまし

た地域公共交通網形成計画に基づきまして，様々な施策を講じているところでござ

います。次年度につきましては，市全体の公共交通の利便性向上を協議する活性化

協議会への負担金の他，赤字バス路線に対する負担金，また，近隣市町村と連携し

て進めております霞ケ浦広域運行バス，千代田神立ラインの補助等の他に，公共交

通不便地域の解消を目的として，コミュニティバスの試験運行の導入に向けた調査

を実施していくというものでございます。８ぺージをお願いいたします。土浦北イ

ンターチェンジ周辺地区利用促進事業でございます。土浦北インターチェンジ周辺

地区につきまして，広域交通ネットワークを活かした産業発展を促す拠点として適

切な土地利用を図っていくというものでございます。次年度におきましては，周辺

地域の土地利用の調査を進めつつ，適地を選定し，地権者の意向を確認し，一方で，

企業への働きかけを行っていくものでございます。９ぺージをお願いいたします。

亀城モール整備事業でございます。快適な歩行空間の確保と潤いのある都市空間の

形成を目指しまして，第１期については，昨年３月に終了したところです。次年度

につきましては，第２期工事，残り１名の地権者との協議を進め，年度内の工事に

着手したいと考えております。１０ページをお願いいたします。神立駅西口地区土

地区画整理事業でございます。こちらは，かすみがうら市とともに，神立駅周辺地

区におきまして，質の高い市街地の形成を目指しているところでございます。次年

度につきましては，各種の動線を進めつつ，駅前西通り線等の整備を進めていきた

いと考えているところでございます。１１ページをお願いいたします。まちなか定

住促進支援事業でございますが，こちらは，支援制度を活用しまして，居住人口の

増加と中心市街地の活力と賑わいを図るものでございます。次年度は，第二期中心

市街地活性化基本計画に基づきまして，賃貸住宅の家賃補助，住宅購入補助に加え，

空きビル等への対策として，７月から開始した住宅転用補助を継続して実施したい

と考えております。１２ぺージをお願いいたします。スマートインターチェンジ設

置可能性検討事業でございます。スマートインターチェンジは，地域住民の利便性

向上はもとより，地域経済活性化等，さまざまな効果が期待でき，これまでにも，

土浦北インターチェンジと桜土浦インターチェンジの中間に設置してはどうかの話
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があったと思います。そのような中，スマートインターチェンジの事業化につきま

しては，整備効果の他に，整備方法が安価であることが，最も重要視されることか

ら，次年度におきましては，改めて設置の必要性や設置個所を検討する等，整備可

能性について検討するものでございます。１３ページをお願いいたします。土浦港

周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業でございます。こちらは，土浦港に隣接する

川口二丁目の市有地に，民間活力による賑わいの創出を図るために，今年度につき

ましては，次の補正予算の繰り越しの中で説明いたしますが，第一段階としまして，

民間事業者による誘客・集客施設等の整備の可能性について，調査を行いました。

第二段階としまして，その調査結果を元に，再度，興味を示している事業者のヒア

リングを継続しつつ，公募要項の調整に入りたいと考えております。次年度におき

ましては，用地測量を実施したいということでございます。説明については以上で

ございます。 

○坂本建築指導課長 １４ページをお願いいたします。新規事業でございます。ブロッ

ク塀等安全対策事業でございます。目的は，避難路や通学路等に面する危険なブロ

ック塀等の撤去を促進することで，災害に強く，安心なまちづくりを目指すもので

ございます。概要でございますが，避難路や通学路等に面するブロック塀の解体工

事を実施する場合の費用の一部を補助するものでございます。２年度は７件分７０

万円の計上でございます。令和６年までの期間で災害時の被害軽減に寄与してまい

りたいと考えております。説明については以上でございます。 

○草間道路課長 １５ページをお願いいたします。橋梁耐震対策事業及び橋梁長寿命化

修繕事業でございます。この事業は継続事業でございます。目的としましては，橋

梁の耐震性を向上させることで，災害時における避難路や緊急輸送路等を確保する

とともに，市が定める長寿命化修繕計画に基づきまして，計画的かつ予防的な修繕

を行うことで，道路の安全性を確保するものでございます。事業概要でございます

が，これまで耐震補強につきましては，緊急輸送路やＪＲ常磐線等，３４橋のうち，

１８橋の落橋防止等を施工しております。また，長寿命化修繕事業は，今年度，２

４０橋を対象とした長寿命化修繕計画を見直したところでございまして，これまで，

１８橋の修繕工事を施工しております。新年度の事業内容としましては，板谷六丁

目地内の国道６号バイパスに架かる国道６号１０号橋外１橋の耐震補強及び長寿命

化詳細設計や，土浦二中の東側，国体道路に架かる東真鍋 1 号橋の落橋防止工事の

他，板谷一丁目地内の国道６号バイパスに架かる国道６号９号橋他１橋の耐震補強

及び長寿命化工事を進めていく予定でございます。この他，小松ケ丘町から富士崎

二丁目地内に架かる常磐線３号橋，通称２番橋の架け替え工事に先立ちました作業

ヤードや概略と造成工事についても進めていく予定でございます。今後につきまし

ても，今後５年間に緊急輸送路等に架かる２７橋の耐震化と４６橋の長寿命化を計

画的に実施することで，予算の平準化と維持管理費用の削減を行いながら，将来に

渡り道路の安全と信頼性を確保していくものでございます。続きまして，１６ペー

ジをお願いします。道路新設改良事業でございます。こちらも継続事業でございま
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す。この事業は，狭隘な生活道路の拡幅改良や舗装及び交通安全施設等を計画的に

実施するものでございます。事業の概要としまして，現在までの整備状況でござい

ますが，市道の延長約１，５２８㎞に対しまして，約７３０㎞が改良済みでござい

まして，改良率としましては，４７．８７％となっております。新年度の整備予定

でございますが，地元からお預かりしております整備要望の中から２９路線，延長

２，８７０ｍの道路改良工事と改良工事に先だって実施する測量調査及び実施設計

を含めた１０路線，延長としまして２，９８８ｍを進めていくものでございます。

公有財産の購入及び物件移転補償並びに鑑定・登記料は，拡幅用地の取得等に要す

る費用でございます。今後につきましても，生活道路の整備を計画的に進めること

により，日常生活の利便性向上と地域環境の改善を図り，歩行者と自転車の安全と

緊急車両の通行を確保してまいります。道路課は，以上でございます。 

○和田下水道課長 下水道課でございます。同じく，１７ページをお願いします。都市

下水路整備事業及び小規模排水路整備事業でございます。この事業は，都市下水路

や小規模排水路の整備により，大雨による道路冠水等を解消するとともに，生活環

境の改善を図るものでございます。事業の概要としまして，1つ目の都市下水路整備

につきましては，現在，西根竹の入及び荒川沖都市下水路の整備を継続しており，

平成２２年度から実施しております西根竹の入都市下水路の整備につきましては，

現在，防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し，年次計画により整

備を進めております。２つ目の小規模排水路整備事業は，都市下水路の整備と同じ

く，浸水対策の一環として，地元からの整備要望等に対応しており，平成２９年度

からは田中三丁目地内の排水路工事を実施しております。続きまして１８ページを

お願いします。公共下水道（汚水）整備事業でございます。この事業は，水洗化によ

る生活環境の向上と霞ヶ浦や河川等の水質保全を図るための事業でございますが，

平成３０年度末の本市の人口普及率は８８．１％と，全国及び県内の平均と比較し

て高い普及率でございます。新年度につきましては，上大津地区や右籾地区等，未

整備地区の継続整備の他，令和元年度から３ヶ年計画により着手しました東筑波新

治工業団地内の汚水ポンプ場の新設整備を継続してまいります。続きまして１９ペ

ージをお願いします。公共下水道雨水排水路整備事業でございます。事業目的とし

ましては，大雨の際の家屋浸水や道路冠水の解消を図るものでございます。事業概

要につきましては，現在，２つの雨水幹線を継続整備しているところでございます

が，１つ目の木田余１号雨水幹線の整備につきましては，ＪＲ常磐線の横断工事が

平成２９年度に完了し，現在は常磐線から木田余ポンプ場までの未整備区間を整備

しております。２つ目の神立菅谷雨水幹線の整備でございますが，こちらの路線に

つきましては，現在，ＪＲ東日本との施工協定により，常磐線横断工事を実施して

いるところでございます。また，新年度につきましても，常磐線横断工事の他，菅

谷地区に整備中の雨水調整池等の工事を継続してまいります。下水道課は，以上で

ございます。 

○浅岡公園街路課長 ２０ページをお願いいたします。荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事
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業でございます。本事業は流域下水道事務所前の真鍋神林線交差点から，国道３５

４号線までの全長１，３００ｍを，現在の３車線から４車線に拡幅整備を行うもの

でございます。本年度は用地取得の完了した１８０ｍにつきまして，地盤改良工事

を進めております。現在の用地買収の進捗状況でございますが，面積ベースで９０．

２％。人数ベースで，５２人に対しまして４８人で９２．３％の買収状況となって

おります。令和２年度は５００ｍの地盤改良工事等を予定しております。説明につ

いては以上でございます。 

○黒須水道課長 同じく資料の２１ページをお願いいたします。配水管施設整備事業及

び老朽管更新事業でございます。継続事業でございます。配水管施設整備事業につ

きましては，未給水地域への整備や井戸の飲料不適等の要望箇所，水質向上・適正

水圧の確保のためのループ化，災害等，非常時のための相互連絡管の整備を引き続

き行ってまいります。令和２年度につきましては，実施設計延長約２．９㎞，工事

６路線延長約２．２㎞の施設整備を実施する予定でございます。次に，老朽管更新

事業でございますが，これまで通り漏水や濁り水の発生する恐れのある路線を優先

し，順次更新してまいります。令和２年度につきましては，実施設計延長約４．９

㎞，工事１３路線延長約７．１㎞の更新を実施する予定でございます。２年度は，

新規に，６号国道牛久土浦バイパス工事に伴います配水管切り回し工事を行います。

また，現在の土浦市水道事業基本計画が令和２年度で目標年度を迎えることから，

令和３年度からの１５年間の計画でございます第二次水道事業基本計画を，令和元

年度と２年度の二か年で策定してまいります。説明は以上でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○平石委員 ８ページ，土浦北インターチェンジの件，エリアはどれぐらいを想定して

いるのか。 

○佐々木都市計画課長 インターから半径３㎞以内のエリアです。 

○平石委員 旧道の１２５号も入るんでしょうか。 

○佐々木都市計画課長 ３㎞ですので，その辺も入ります。 

○平石委員 １３ページ，土浦港周辺の整備ですが，このエリアにラクスマリーナも入

っていると思うが，ラクスマリーナは，今後，どのようになるんでしょうか。 

○佐々木都市計画課長 ラクスマリーナも入っているということで，ラクスマリーナの

機能は継続するようにして欲しいという形で，調査の方は進めさせていただきまし

た。 

○平石委員 ラクスマリーナも残って民間事業者は入るというイメージですか。 

○佐々木都市計画課長 民間事業者の意向もありますが，ラクスマリーナの機能は残し

てくれということです。 

○栁澤委員 ラクスマリーナの所で，夏にキャンプをやってきた。あれは，あくまでも

市の施設だから自由が効いたんです。資金が無いと言えば，それに合わせて，向こ

うも貸してくれたし，カヌーを貸せって言ったら，全部貸してくれたし，運ぶ車両

が無いって言ったら，トラックを貸してくれるし，いろんな意味でサポートする人，
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手伝いに来てくれたりとか。これから，もっともっと，あの施設は，いろんな形で

市民にね，開放をしていくべきであって，それを民間事業者に，一括して渡してし

まっては，それ，機能は残せって言ったって，民間ではね，そんなこと，できないん

だよね。だからね，ラクスマリーナは独立して考えるべきなんだよ。そうしないと，

折角の土浦市の宝物が，市民のために有効に機能しなくなっちゃうよ。民間事業者

の儲けのために機能するかもしれないけどね，それと市民の利便性というのは，全

く別の世界。ですから，この計画を進めるにあたっては，その辺，きちんと線引き

をして，やっていって欲しい。ラクスマリーナの施設，そのものは，非常に老朽化

しちゃって，クラブハウスもプレハブだしね，どうしたってマリーナというイメー

ジからはほど遠い。その部分は，市の方が，独自にね，整備をしていくべきだと思

う。今後，民間に委託しようとしているのは，プロパストの跡地だと思うんだけど，

この機能と，うまくね，連携できるような，そういう使い方をするべきであって，

ラクスマリーナの本体は，全体は，市が手放してはいけないというふうに思います。 

○佐々木都市計画課長 調査をする中では，高校生が練習をしているとか，話しをしま

した。全てが有償ではないという話をさせていただいた上で，ここに来れないかと

いう話をしている状況です。 

○栁澤委員 基本的な部分で，ラクスマリーナを切り離して考えて欲しいと言ってるの。

民間事業者が，どういう構想を持っているのか，わからないけど，マリーナも一緒

にやった方が，民間事業者としては，商売になるという発想なのかもしれないけど，

しかし，その辺を，きちんとしておかないと，何のために市が，これ幾らだっけ，１

２億２千５００万だっけ，半分ぐらいに値切って買ってもらったんだけどね。何の

ために，あの時期に，無理をして買ったのかと，市民に還元するために買ったはず

なんだよね。ここから金なんか，そうしようと，考えて欲しくない。民間事業者は

ね，入り口をね，今のままじゃ，しょうがないから，民間で，何か作ってくれという

のは，それはいい話。しかし，基本的な部分で，ラクスマリーナと，それは切り離し

て考えるべき。そうしないと，後でね，市民からね，たぶんクレームが来ると思う。

今のところは，市民の方はね，不特定多数は，行かない，行けないんだよね。敷居が

高い部分があるのよ，あそこは。個人の財産がいっぱいあるでしょう。ヨットなん

か。そういうこともあるので，これから市民全体に開放していくべきなんだよね。

そのために無理をして買った訳だから。民間の金もうけのために買った訳じゃない。

その辺，ちょっとね，スタートの部分から，もう一回ね，調整をして欲しい。その上

で，民間の企業を誘致してもらった方が良いと思う。これ，意見です。 

○寺内委員 私も代表質問でやったつもりなんだけど，官民一体の開発をやってくれっ

て言ったよね。例えば，民間がやったら，そこにある１０億円の基礎を取らなきゃ

ならない訳だよね，杭を。ところが行政がやれば，それはやらなくても言い訳だよ

ね。例えば，上のところだけカットして，そこの土地を使うってことができるんだ

けど，民間がやった時には，基礎，全部，取らなきゃならない訳だよ。そのため，代

表質問で，官民一体でやってくれって言ったつもりなの。今の説明では，民間にや
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らせるっていう説明なんだけど。それでは，１本１億の杭なんか，抜いていったら，

誰も，あんな所，開発なんかやってくれないよ。そのために民間と行政が一緒にな

った開発をやっていってくださいよと。それじゃないと，民間に，ものすごく負担

が掛かると思うから，私は，代表質問で，さらって言ったつもりなのよ。そういう

ことが分かっての説明じゃないね，今のは。 

○塚本都市産業部長 元々，この５haは，りんりんポート土浦も含めて，民間企業も一

緒にやることによって，相乗効果が得られるようなものはどういうものだろうとい

うことで，川口二丁目の基本計画を作りました。そういった中で，霞ヶ浦は土浦市

の大きな資源であると。その窓口であるラクスマリーナというのは，残していくし

かないと。それで栁澤委員が懸念されているマリーナ，ある種，閉鎖されている部

分，艇置の部分ですよね。船をオーナーから預かって，そこは，セキュリティー，き

っちりやらなければならない。しかしながら，市民に広く開放するという目的で買

った土地であるから，自由に出入りできる部分もある。その辺，どうするんだとい

うことだと思うんですが，それを民間に渡しちゃったら，難しくなるだろうと。市

民が使うということは，それだけ，お金が入ってこない部分。旨味が無い部分だろ

うと。そこを，どう担保するんだっていうことだと思うんですが，それは，まず，

今，こういう状況の中で，民間さんが出るような旨味がありますかと，どういう状

況なら出ますかと，さらにマンションの予定があったので，こういう大きな杭があ

りますよと。そういう状況の中で，出るような考えはありますかというのを，まず，

調べているんです。そのために，民間さんだったら，どういう条件だったら出ます

かとか，以前は，何もない条件だったら，話しにも乗ってくれない状況だったんで

すが，そういうことで，こちらの条件の事も説明して，民間さんで興味があるよう

な事，ありますかというような，まずは，向こうからの条件を，今，整理していると

ころです。さらに，今後，市として，ここを生かしていくのに，民間で，どのように

やってもらうか，先ほども言われたように，ここは市民に広く開放するようなもの

をやっていただかなきゃならない。さらに，中活に入っていますので，ある程度，

賑わいを創出するような，交流人口が生まれるような施設じゃなきゃいけない。そ

ういう条件をつけて，プロポーザルのような形になると思うんですけど，そういう

中で募集をかけていくことになると思います。その審査の中で，ウエイトとして，

広く市民が使えるものとか，そういうようなことを考えながら市の開発目的に合っ

たことを担保していければと，段階では考えています。 

○寺内委員 今の部長の説明は，大体，分かったよ。やはり，これは役所主導でやって

いかなかったら，その負の遺産っていうのが，民間に背負ってもらうようになって

は，たぶん，そんなに費用が掛かったら出てこないと思うんだよ。だから，そうじ

ゃなくて，民間と行政が一体となった開発を行っていくんだという旗印でやってい

ってもらわないと，民間は入ってこれないと思うよ。そういうことを念頭において

やってくださいよ。それから一般地帯土地改良事業，手野の谷原地区って，どこ。 

○室町農林水産課長 手野の石田地区の脇です。 
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○栁澤委員 ９ページの亀城モール，快適な歩行空間の確保と潤いのある都市空間の形

成を図ると説明があるんですが，形が見えてきた。当初は植栽もなかったんだよね。

それでお願いをして植えてもらった。春と秋，季節の良い時は良いんだけど，夏場，

厚い時に日影がないでしょう。大金をかけて作ってもらう，一種の公園だよね。こ

の植栽だけでは，大した日影にならないし，その辺，何とは言わないが，日影を考

えて欲しい。 

○勝田委員長 北インターチェンジの土地利用促進事業なんですが，３㎞以内だと，市

街化と調整区域があると思う。両方，対象なんですか。 

○佐々木都市計画課長 今，考えているのは調整の部分です。 

○勝田委員長 調整のまま，許可が下りるというものだけなんですか。 

○佐々木都市計画課長 市で計画をつくった場合，工場も立つようになるので，その辺

も視野に入れながら進めていければということです。 

○勝田委員長 今は一般財源だけの予算だけですが，特定財源も入ってくるんですか。 

○佐々木都市計画課長 北インターチェンジについては，一般財源だけになります。ス

マートインターチェンジについては，選定を受ければ国費も受けられるようになり

ます。 

○勝田委員長 他にございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にイ．令和元年度土浦市一般会計補正予算

案について，順次説明をお願いいたします。 

○皆藤商工観光課長 別添資料２の１ページをお願いいたします。自治金融制度利子 

補給金でございます。１，３３０万円の減額補正をお願いするものでございます。

理由としましては，あっせん件数，また，あっせん金の減少に伴いまして，自治金

融制度の減少をお願いするものでございます。説明は以上でございます。 

○室町農林水産課長 ２ページをお願いいたします。始めに歳入でございます。歳入の

補正の主な理由としましては，事業実績によります補助金及び交付金額の確定によ

るものでございますが，このページの表の４段目と５段目，興農関係融資貸付金元

利収入につきましては，優良種苗導入貸付金の申し込みがなかったことによる補正

減でございます。３ページをお願いいたします。歳出でございますが，歳入同様に，

補正の理由としましては，事業費の確定によるものでございます。４ページをお願

いいたします。４ページも同様でございます。次，５ページの表の３段目，農業施

設復旧事業台風１５号関連については，昨年の台風１５号により被害を受けた農業

者を対象とする農協系統の農業共済資金利子補給としまして，利用者の負担軽減の

ために利子助成を行うもので，申込み３件分の給付金です。利子助成の内容として

は，県及び市が，それぞれ０．２５％を助成するものでございます。６ページをお

願いいたします。こちらも台風１９号関連の利子助成，３件分でございます。７ペ

ージをお願いします。繰越明許事業となります。５款１項８目農地費，一般地帯土

地改良事業です。繰越の理由としては，説明の欄にございますとおり，木田余地区
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農道整備において，レンコンの最盛期において，工事を中止して欲しいという要望

がございまして，そのため，工事着手が遅れまして，工事の年度内完了が困難にな

ったものでございます。８ページをお願いします。８ページが工事名となりまして，

９ページが工事箇所の位置図でございます。私からの説明は以上となります。 

○佐々木都市計画課長 １０ページをお願いいたします。地域公共交通確保維持改善事

業の補正でございます。こちらは現在，県におきまして複数市町村をまたぐ赤字の

バス路線に対し，補助しているところですが，その中で平均乗車密度が５人未満の

路線につきましては，関係市町村が２分の１を負担するとなっており，今年度の負

担金が確定いたしましたことから増額するものでございます。続きまして，その下

のまちづくりファンド事業でございますが，こちらは中心市街地の活性化や景観形

成等の他，地域の活性化や魅力向上に資する市民提案型事業につきまして，市で助

成をおこなっているものでございます。予算につきましては，市や市民から寄付１

億と，民間都市開発推進機構の５千万円を，平成２７年度から，１０年間で活用す

る計画として，毎年度１，５００万円予算化しているところでございます。本年度

は，これまでに，何件か相談はありましたが，申請には至っていないということか

ら減額したいというものでございます。その下の亀城モール整備事業でございます

が，第２期分につきましては，残り地権者１名となっております。土地を譲ってい

ただくことには了承をいただいておりますので，現在，移転先を見つけているとこ

ろでして，今年度，契約及び工事に着手するという段階ではないので，減額補正を

するものでございます。１１ページ，繰越明許事業案でございます。亀城モール整

備事業，現在，取り壊し作業を進めているところであり，作業完了後に支払う公有

財産購入費等を繰り越しをいたしたいというものでございます。その下，土浦港周

辺交流拠点民間事業者誘導事業でございますが，１６社に意向調査を実施しました。

その結果，４事業者が興味を示している状況でございます。その４社に対し，ヒア

リングの費用を繰り越して対応したいというものでございます。説明は以上であり

ます。 

○坂本建築指導課長 １４ページをお願いいたします。建築指導事業でございます。こ

れは昭和５６年以前の既存建築物に対する耐震診断並びに耐震診断を行ったものに

対して，計画の作成及び工事を実施したものに対しまして，申請件数の数が少なか

ったことから減額するものでございます。指導課は以上です。 

○草間道路課長 １５ページをお願いいたします。一般会計，歳入の補正でございます。

一つ目の道路ストック修繕事業につきましては，舗装の打ち替え等，既存ストック

の修繕に要する経費に対しまして，国の防災・安全社会資本整備総合交付金の対象

となるものですが，要望額に対しまして，交付額が減少しましたことによる減額補

正でございます。２つ目の地籍調査事業でございますが，事業費に対しまして，国

県からの交付金が一括交付されるものですが，交付額が減少したことに伴います減

額補正でございます。歳入につきましては，１６ページをお願いします。一般会計

の歳出補正でございます。一つ目の道路橋梁管理事業でございますが，１目道路橋
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梁総務費の１３節委託料の道路台帳加除補正の委託でございます。繰越等に伴いま

す作業路線数の減少の他，入札差金が発生したことによる減額補正でございます。

続きまして，２つ目の急傾斜地崩壊対策事業でございますが，１目道路橋梁総務費

の１９節負担金補助及び交付金でございます。現在，県が進めております木田余地

区の急傾斜対策工事につきまして，県の事業費が当初より減額して確定したことに

よる受益市町村負担金を減額するものでございます。続きまして，道路ストック修

繕事業でございますが，２目道路維持費の１５節工事請負費につきましては，国の

交付金が減額となりましたことから，残事業費を考慮しまして，減額するものでご

ざいます。１７ページをお願いします。繰越明許事業でございます。一つ目の地籍

調査事業につきましては，公図の修正に伴います修正委託でございます。法務局や

地権者との調整に不測の日数を要したことから，年度内完了が困難となったもので

ございます。次の道路ストック修繕事業は，舗装打ち替え工事でございます。施工

箇所隣接事業者との施工時期の調整に不測の日数を要したことから，年度内に工事

を発注することが困難となったものでございます。３つ目，橋梁耐震対策事業につ

きまして，耐震補強の設計委託１件と工事２件，４つ目の橋梁長寿命化修繕事業に

つきましては，詳細委託２件と工事２件でございます。」いずれも，国道６号の管理

者他，関係機関との調整に不測の日数を要したことにより，年度内に工事を発注す

ることが困難となったものでございます。５つ目，橋梁定期点検事業につきまして

は，委託先の茨城県建設技術公社との調整に期間を要したことによりまして，年度

内に完了することが困難となったものでございます。６つ目，道路新設改良事業で

ございます。測量調査や設計委託の４件は，関係機関や地元との調整に期間を要し

たものでございます。また，改良工事，用地補償，９件と補償５件につきましては，

用地や補償交渉に日数を要したことにより，年度内の完成が困難となったものでご

ざいます。７つ目，バリアフリー特定事業につきましては，ＪＲの工事委託と市の

工事でございます。ＪＲ水戸支社との工事内容の調整に日数を要したことから，い

ずれも，年度内の完成が困難となったものでございます。件名ごとの詳細につきま

しては，１８ページから２４ページに一覧表がございます。また，２５ページから

５０ページが工事などの位置図でございますので，よろしくお願いいたします。道

路課は，以上でございます。 

○櫻井住宅営繕課長 ５１ページをお願いいたします。まず，一段目の公営住宅敷地返

還事業でございます。こちらは，都和一丁目地内にございます常名第三住宅の敷地

返還の工事でございます。敷地内の電柱が撤去できないとのことで，遅れが生じた

ために繰り越しを行うものでございます。二段目の公営住宅敷地返還事業でござい

ますが，竹の入第二住宅の道路用地取得でございます。買収の契約が年度末になる

ということから，工事の完了が次年度以降に見込まれるため，繰り越しを行うもの

でございます。以上でございます。 

○和田下水道課長 下水道課でございます。同じく，別添資料５２ページをお願いしま

す。繰越明許事業案でございます。下水道課につきましては，都市下水路整備事業
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及び小規模排水路整備事業における繰り越しをお願いするものでございます。1 つ

目の都市下水路整備事業につきましては，荒川沖都市下水路の蓋掛け工事でござい

ますが，施工方法等について，地元や荒川沖小学校との協議に時間を要したため，

工事請負費１件と工事に伴う支障物の移転等，補償補填及び賠償金について繰り越

しをお願いするものでございます。２つ目の小規模排水路整備事業は，小松一丁目

地内の排水路整備でございますが，流末の整備にあたり隣接地権者との境界確定等

に時間を要しましたことから，工事請負費１件と，同じく補償補填及び賠償金の繰

り越しをお願いするものでございます。なお，５３ページに都市下水路整備事業の

繰越事業一覧，５４ページが施工箇所の位置図でございます。また，小規模排水路

整備事業につきましては，５５ページに繰越事業一覧と，５６ページが施工箇所の

位置図でございます。下水道課は，以上でございます。よろしくお願いします。 

○浅岡公園街路課長 ５７ページをお願いします。５事業について補正をお願いするも

のでございます。２目都市施設管理費につきましては，荒川沖駅東口公衆トイレ改

修工事実施設計におきまして，市住宅営繕課におきまして，設計を実施したための

減額でございます。また，土浦駅西口エスカレーター改修工事を実施した入札差金

による補正減でございます。５目常名虫掛線街路事業費につきましては，事業費確

定に伴います補正減でございます。５８ページをお願いします。８目田村沖宿線延

伸道路整備事業費につきましても，事業費確定に伴います補正減でございます。９

目荒川沖木田余線整備事業費につきましても，事業費の確定に伴います補正減でご

ざいます。１０目木田余神立線街路事業につきましても，事業費の確定に伴う補正

減でございます。５９ページをお願いいたします。次に繰越明許事業案について説

明させていただきます。４事業について，繰り越しをお願いするものでございます。

常名虫掛線街路事業につきましては，交差する市道の一部区間におきまして，事故

の復旧により工事着手ができなかった工事請負費１件の繰り越しをお願いするもの

でございます。神立停車場線街路事業でございます。支障物件の移転補償において，

電柱移設に伴う協議が難航し，不測の日数を要したことから，委託２件，工事請負

費３件，計５件の繰り越しをお願いするものでございます。荒川沖木田余線Ⅰ期整

備事業です。用地買収及び用地交渉において，価格の問題等により，不測の日数を

要したため，工事請負費で２件，補償補填及び賠償金で１件，計３件の繰り越しを

お願いするものです。荒川沖木田余線Ⅱ期整備事業でございます。隣接する茨城県

事業との計画調整及び関係機関との協議に不測の日数を要したため，委託料２件の

繰り越しをお願いするものでございます。６０ページから６３ページが繰越調書と

なっております。６４ページから６７ページが位置図となっております。説明は以

上でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○栁澤委員 ５８ページの荒川沖木田余線整備事業費，補正前が２億１，９００万円ね。

補正予算が１億３００万円。補正後の予算が１億１，５００万円ってことは，単純

に入札を掛けたら，こんなに値段が落ちちゃったっていう話なの。じゃないんだろ
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う。 

○浅岡公園街路課長 国の方の交付金を，当初，２億１，６００万としまして，最終的

に，交付額の方が９，３００万。９，３００万円の配分ということで，配分率の減に

ついて，補正減をお願いしたいということです。 

○栁澤委員 入札じゃないのね。 

○浅岡公園街路課長 はい。 

○内田委員 それと同じことかと思うが，前のページ，１億３，７００万が，補正減が

７，０００万円。これも，そういう理由なの。 

○浅岡公園街路課長 はい。こちらも同じように配分率の関係でございます。 

○勝田委員長 他にございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にウ．令和元年度土浦市下水道事業特別会

計補正予算案について説明をお願いいたします。 

○和田下水道課長 下水道課でございます。別添資料３の令和元年度土浦市下水道事業

特別会計補正予算（第４回）案につきまして説明いたします。１ページをお願いし

ます。繰越明許事業案でございます。下水道事業特別会計につきまして，６事業の

繰越をお願いするものでございます。１つ目の公共下水道維持管理事業は，港町三

丁目地内の汚水管渠補強工事１件でございますが，初回の入札に参加者がなく，参

加条件等を変更した再入札の準備に時間を要したものでございます。２つ目のポン

プ場電気・機械設備オーバーホール事業は，亀城ポンプ場の流入ゲートと港ポンプ

場の２号ポンプの点検整備として，工事請負費の１件をお願いするものですが，更

新機械の特性等を考慮した機種の選定等に時間を要したものでございます。３つ目

の広域化・共同化事業の委託費１件につきましては，国が進めております汚水処理

の再編計画に伴うもので，農業集落排水を公共下水道施設へ取り込んだ場合の維持

管理等の効果を検証する業務でございますが，県等の関係機関との調整に時間を要

したものでございます。４つ目の公共下水道（汚水）整備事業につきましては，設

計委託等２件，工事請負費が４件及び工事に伴う支障物の移設等の補償費用として

の１件でございますが，事業の実施に伴いました国や県等，関係機関との協議・調

整に時間を要したものでございます。５つ目の公共下水道雨水排水整備事業は，現

在，木田余地内で施工中の雨水幹線及び神立中央から菅谷町地内におけるＪＲ常磐

線横断や調整池等の整備でございますが，設計等の委託２件，調整池の工事等４件

及び雨水函渠埋設のための拡幅用地の買収が１件並びに工事に伴う支障物の移設補

償等１件でございまして，工事施工に伴う関係機関及び地元地権者との調整に時間

を要したことから繰越をお願いするものでございます。続きまして裏面の２ページ

をお願いします。６つ目の流域下水道事業でございますが，この事業は県の施設で

ございます霞ヶ浦浄化センターの改築等に要する建設負担金を納付するものでござ

いますが，処理場における水処理施設等の耐震化や長寿命化工事につきまして，年

度内完了が困難なことに伴い，負担金につきまして，繰越をお願いするものでござ
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います。なお，３から２７ページにつきましては，繰越事業の一覧及び施工位置図

等の資料が添付してございますので，よろしくお願いします。下水道課は以上でご

ざいます。よろしくお願いします。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にエ．土浦市市道の構造の技術的基準等を

定める条例の一部改正案について説明をお願いいたします。 

○草間道路課長 別添資料４をお願いいたします。１ページをお願いします。今回の改

正は，道路の構造一般的な技術基準を定めている政令の道路構造令の改正に伴うも

のでございます。改正のポイントは２つございます。条例の改正の要点をご覧くだ

さい。１つ目が，自転車通行帯の新設でございます。道路交通法には，自転車通行

帯というものが規定されておりますが，道路構造令には規定がなかったことから，

新たに自転車通行帯を規定するとともに，設置要件を定めるものでございます。ポ

イントの２つ目が，自転車道の設置要件でございます。道路そのものの設定速度が

６０㎞以上であるものは，自転車道を設置するよう定めるものでございます。これ

ら自転車通行帯，自転車道の設置要件につきましては，いずれも自動車や自転車の

交通量の多い道路と定められております。その他としまして，合わせて所要の改正

を行うものでございます。２ページをお願いします。改正概要をご覧ください。左

の挿絵が自転車通行帯に関するものでございまして，右の写真は自転車道に関する

ものでございます。次の３から４ページが改正する本文でございます。続く５から

１１ページが条例の新旧対照表でございます。恐れ入りますが７ページをお願いし

ます。第８条の２が，今回，新たに規定をしました自転車通行帯に関する条文でご

ざいます。８ページをお願いします。第９条，こちらが設計速度６０㎞以上の自転

車道の設置要件としたものでございます。なお，改正条例の施行につきましては，

公布の日からとなります。説明の方は以上でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○平石委員 設計速度６０㎞以上の道路，具体的に，どういうことか教えてください。 

○草間道路課長 自動車と自転車の速度差が大きい道路は，交通事故の被害が大きくな

ることから，分離するよう国から通達が来ております。 

○平石委員 新設する荒木田とかも該当するのか。 

○草間道路課長 新たに計画する道路は，こちらの道路構造令並びに市の条例が適用に

なってまいります。 

○平石委員 地中まで共用されている木田余神立線とか沖宿線とか，途中までの路線は。 

○草間道路課長 木田余神立線につきましては，設計速度が６０㎞以上ではございませ

ん。自転車道の設置は義務付けされておりません。 

○内田委員 時速６０㎞以上の道路って，どこ。 

○草間道路課長 土浦市道に限定すると，駅の東側の荒川沖木田余線と田村沖宿線の延

伸道路の設計速度が６０㎞になっています。道路構造令にいう設計速度と道路交通
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法で規制をかけている制限速度とでは異なりますので。 

○内田委員 これは道路構造令の６０㎞。 

○草間道路課長 はい。 

○内田委員 道路交通法の６０㎞ではないと理解していいんだね。 

○草間道路課長 その通りでございます。 

○勝田委員長 ピアタウンから上に登っていくは国体道路の橋の部分，あそこに自転車

通行帯を設ける予定はないんですか。 

○草間道路課長 路肩が狭く自転車通行帯を設けるというのは，物理的に無理な状況で

す。 

○勝田委員長 その他，ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にオ．土浦市営住宅条例の一部改正案につ

いて説明をお願いいたします。 

〇櫻井住宅営繕課長 別添資料５をお願いいたします。１ページをお願いします。この

改正は，民法の一部改正により市営住宅条例を改正するものでございます。すでに

１２月議会の事前委員会におきまして，概要を説明させていただいたところでござ

います。その中で，４点ほど，大きな改正がございまして，まず，１点目は，個人連

帯保証人の極度額，それから２点目が，連帯保証人が見つからない場合の法人保証，

期間保証でございます。３点目が，連帯保証人の免除，４点目が，税滞納者への配

慮ということで，説明をさせていただいているところです。その中で，まず，税滞

納者への配慮ということで，市税を滞納している者であっても，完納が見込める者

と市長が認めた場合と，条文に説明を入れております。それから連帯保証人の見つ

からない場合の法人保証につきましては，条例中の条文に，法人の保証，保証を行

う法人，保証法人による期間保証の規定を追加しております。また，個人の連帯保

証の極度額につきましては，市の規則で定める極度額を限度とした規定を，条文に

追加しております。それから個人の連帯保証人の金額につきましては，連帯保証人

の免除については，規則で定めておりますが，１２月議会の事前委員会で説明して

いる通り，極度額は，当初家賃の１２ヶ月分と，それから連帯保証人の免除は，生

活保護者，ⅮⅤ被害者を予定しており，それと別添資料９でも説明をさせていただ

きますが，市営常名第三住宅を条例上から削除させていただいております。これは

造成工事を行って，地権者へ返還するものが，改正の主な部分です。また，施行日

につきましては，令和２年４月１日を予定しております。２から１３ページが条例

改正の新旧対照表となっておりますので，ご審議，よろしくお願いいたします。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○寺内委員 期間保証って，どれぐらいの費用が掛かるの。 

〇櫻井住宅営繕課長 期間保証の会社，県内で２社あります。最近まで土浦市内にあっ

たんですが，つくばに移転されております。そちらと話を進めているんですが，２

年で約２万５千円ということです。ですので月にしますと千円ちょっとという形で
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す。一括納付で２年間保証をする形です。 

○寺内委員 保証人がいない方に，それを利用してもらうことで進めているのかな。 

〇櫻井住宅営繕課長 そういう報告で進めさせていただいているのが現状です。 

○寺内委員 では，訴訟をする時は，会社を相手にやるんだね。保証料を取っているん

だから。 

〇櫻井住宅営繕課長 その辺，まだ，係内でもまとまっていません。 

○寺内委員 じゃあ，要望にしていくから，課内で，うまくまとめてください。 

○栁澤委員 期間保証の会社にお願いすれば，連帯保証人は要らないってことなんでし

ょう。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 未納になったら，保証会社が保証するんじゃないの，一般的には。 

〇櫻井住宅営繕課長 期間保証の方では，集金を行うという形です。毎月の集金を。そ

れを市の方に納金するという形です。納金がない場合は，市の方に連絡が入って，

３ヶ月以上滞納した場合は，条例上，明け渡しの方向になります。 

○栁澤委員 期間保証の会社，私が思うに，信用保証みたいな業務を行う会社かなと，

単純に思っていたんですがね。通常の家賃の納付，どういう方法が多いんですか。 

〇櫻井住宅営繕課長 通常は口座振替です。あるいは窓口に持ってきていただいてが一

般的です。 

○栁澤委員 何で一般的な支払いができないの。何で千円も払って，保証もしない期間

保証会社に，集金をしてもらわなければならないのかな。単純に，そう思うんだけ

ど。連帯保証人って，連帯して家賃を納めるっていうのが保証でしょう。 

〇櫻井住宅営繕課長 滞納分を保証するという部分もあるんですが，今，詳しくまとま

っていないのは，市の方は，連帯保証人の部分を１２ヶ月と，見てる訳なんですが，

期間保証の場合は，２ヶ月程度とか，滞納家賃，そういうところがあって，折衝が，

まだ，きちんとできていないものですから，議員に，お答えができないでいます。

明け渡しで，残置物の撤去もやっていただけるという話にもなっているんですが，

まだ，私の方は，この条例を設定した後に，業者の方と，新たに協定パターンを作

らざるを得ないものですから，ここで一般的な話はできるんですが，こうなります

ってことが・・・。 

○栁澤委員 この期間保証，以前は土浦にあったという説明だった。今はつくば。その

会社，そのものは，ある程度，実績のある会社なんでしょうね。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 であれば，そういう会社，自治体ごとに対応をあまり変えないと思う。月

千円ぐらいなんだから。その期間保証会社のパンフレット，手元にあれば見せてく

れないかな。 

〇櫻井住宅営繕課長 基本的に，今まで民間の住宅にだけやってきているので・・・。 

〇岡田建設部長 パンフレットを出せばいいでしょう。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい，わかりました。 
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○栁澤委員 後で見せてください。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○勝田委員長 資料は全員にお配りください。あるんでしょう。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。あります。２社ありますので，両方とも，次回に。 

○勝田委員長 私も聞きたかったんですが，代位弁償は一度するんでしょう。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 あとは期間と金額の問題だな。 

（「初めから，資料，出しちゃえばいいのに」という声あり。） 

○内田委員 これ，顧問弁護士には相談してるんだろう。 

〇櫻井住宅営繕課長 しています。 

○内田委員 してれば良いです。 

○勝田委員長 じゃあ，後で，お願いします。他に質問ありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので・・・。 

○内田委員 委員長，忘れちゃうから，前の事で質問していいかな。 

○勝田委員長 どうぞ。 

○内田委員 ブロック塀の問題，ありましたね。ブロック以外に石とか，大谷石とか。

そういうのは，対象にならないの。 

○坂本建築指導課長 基本的にはブロックだけです。大谷石とかは入りますが。 

○内田委員 大谷石は入るのね。 

○坂本建築指導課長 入ります。 

○内田委員 基本的に塀であれば対象だと。 

○坂本建築指導課長 はい。 

○内田委員 わかりました。 

○勝田委員長 それでは，次にカ．市道路線の認定及び廃止案について説明をお願いい

たします。 

○草間道路課長 別添資料６をお願いいたします。１ページをお願いします。市道の認

定につきましては，神立３１４号線，並木二丁目１６号線，真鍋三丁目１７号線，

西根二丁目８号及び９号線の５路線でございます。また，市道の廃止につきまして

は，新治北２３２号線の１路線でございます。２ページから順次説明いたします。

市道認定路線の概要でございますが，神立３１４号線は，第二学校給食センターの

西側に位置します中神立地内に，一誠商事㈱による開発面積，約８，４４０㎡，３

５区画の宅地分譲地内に，幅員が６．０ｍ，延長２６２．９９ｍの市道を認定する

ものでございます。両側に側溝が敷設され，舗装も完了しております。並木二丁目

１６号線は，都和保育所の南側に位置します並木二丁目地内に，㈱アーネストワン

による開発面積，約１，１６０㎡，６区画の宅地分譲地内に，幅員が６．００から１

０．００ｍ，延長２９．７６ｍ市道を認定するものでございます。両側に側溝が敷

設され，舗装も完了しております。真鍋三丁目１７号線は，市民会館の北西に位置
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します真鍋三丁目地内に，茨城グランディハウス㈱による開発面積，約３，９３０

㎡，１８区画の宅地分譲地内に，幅員が６．０ｍ，延長６３．９０ｍの市道を認定す

るものでございます。両側に側溝が敷設され，舗装も完了しております。西根南二

丁目８号線につきましては，市営竹の入第二住宅の木造戸建て部分にあります舗装

道路で，今般，住宅の取り壊しに伴いまして，市営住宅敷地を返還するにあたり，

すでに地元住民の生活道路になっている当該舗装道路部分を，住宅営繕課からの依

頼により，幅員５．００ｍ，延長９７．０６ｍの市道として認定するものでござい

ます。西根南二丁目９号線は，市営竹の入第二住宅の南東側に位置します西根南二

丁目地内に，ケイアイスター不動産㈱による開発面積，約２，６００㎡，７区画の

宅地分譲地内に，幅員が幅員６．００から１４．５５ｍ，延長５５．００ｍの市道を

認定するものでございます。両側に側溝が敷設され，舗装も完了しております。続

きまして９ページをお願いします。市道廃止路線の概要でございます。新治北２３

２号線は，延長９．５４ｍ，幅員２．７０から２．９０ｍの行き止まりの市路でござ

いますが，隣接土地所有者が，払い下げを希望しております。現地を確認したとこ

ろ，道路としての機能，実体が全く無く，払い下げに支障がないと判断しまして，

市道の認定を廃止するものでございます。場所については１１ページをお願いしま

す。本郷のコミュニティセンターの東側となります。以上でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○内田委員 西根南二丁目９号線，幅員が幅員６．００から１４．５５ｍ。その前の並

木二丁目１６号線は，幅員が６．００から１０．００ｍ。これ，行き止まりの回転部

分のことなのかな。 

○草間道路課長 その通りです。 

○内田委員 １４．５５ｍと１０．００ｍとあるが，なぜ違うの。 

○草間道路課長 回転広場の形によるものです。 

○勝田委員長 他に質問ありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にキ．専決処分の報告について説明をお願

いいたします。 

○草間道路課長 別添資料７をお願いいたします。道路管理瑕疵における和解でござい

ます。１ページをお願いします。事故の発生日時と場所につきましては，令和元年

９月１３日の午後４時ごろ，２ページに添付いたしました二中公民館の南側，常磐

線の脇に位置します木田余１１４８番１地先で発生しました物損事故でございます。

事故の概要としましては，相手方の車両が，市道木田余１５６号線を土浦駅方面に

走行していた際，市道上より張り出した草木が車両の左側側面を擦ってしまい，破

損したものでございます。和解の概要としましては，土浦市が相手方に対し損害額

７万７，０００円の内，過失割合の５０％にあたります３万８，５００円を支払う

ことにより和解したものでございます。なお，３ページの上にあります写真が，現

場の写真でございますが，張り出していた草木につきましては，直ちに草刈りを行
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ったところでございます。説明は，以上でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次にク．訴えの提起について説明をお願いし

ます。 

○櫻井住宅営繕課長 別添資料８でございます。１ページをお願いいたします。訴えの

提起，３件，ございます。２ページをお開きください。訴訟対象者につきまして，

上から順に説明をさせていただきます。１番目の方につきましては，市営霞ヶ岡第

二住宅の住んでいる方で，明け渡し及び滞納家賃の納付でございます。訴訟者の方

には，電話による納付指導及び保証人への連絡，記載住所への訪問を行いましたけ

ど，家賃の納付が見込めないため，高額滞納者として，訴えをお願いするものでご

ざいます。２番・３番目の方につきましては，３ページに位置図がございますけ

ど，そちら，点線で囲んだ，色をつけた住宅を所有している方が，訴訟の対象者で

ございます。２番・３番目の方の物件は，令和元年第４回の委員会で訴えを行った

物件と同様で，土浦市霞ヶ岡２２１４番４他３筆の地面の上にある木造平屋建ての

住宅を，昭和３６年から３８年頃に，市が譲渡したものでございます。敷地の方

は，土浦市と他２名からの借地でございます。２番目の方は，賃貸借契約をしたに

も関わらず，２ページの表にございます件数１６，この件数というのは，年に２回

払うことになってますので，８年分の賃借料の滞りと，それから更新契約をしない

でですね，５年ほど，ございますので，それとですね，記載の住所に住民票はござ

いますが，居所不明となっています。また，３番目の方は，すでに亡くなっている

ため，相続人となる方が対象となりますが，こちら，件数が１０回ですので，５年

分の賃借料の滞りと，更新契約をしない分の５年分がございます。双方とも悪意又

は有過失の２０年にならないように，今回，敷地賃借料の納付及び敷地の返還を求

める訴えを行うものでございます。さらに，双方とも，一般的な訴えではないた

め，弁護士を予定したいと思っております。合わせまして，今回の訴えは，令和元

年第４回の訴え同様にですね，勝訴した場合にですね，強制執行を行うにあたりま

しては，市の公金を使ってですね，こちらの住宅の方を，解体したいと考えている

んですが，審議の方，よろしくお願いしたいと思います。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

○栁澤委員 説明が，いまいち，理解できていない。２番と３番は市営住宅の家賃滞納

ということなんでしょう。旧霞ヶ岡・・・。 

〇櫻井住宅営繕課長 こちらは市営住宅ではなくて，市が住宅を売り払ってしまったも

のですから，個人の住宅になってしまいます。敷地の方を貸しているという状態で

す。 

○栁澤委員 土地が市のものなの。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 建物だけ払い下げて，敷地は払い下げしなかったと。 
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〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 それは，根本的に間違っているな。 

○寺内委員 売っちゃったもの。ここまできちゃったものだから。 

○栁澤委員 根本的に払い下げが間違っていて，そうか，地代を返せってことか。払え

って話か。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 建物は，相当，古いの，これ。 

〇櫻井住宅営繕課長 築年が，昭和３４年，３８年頃に建てたものですから，かなり古

い・・・。 

○栁澤委員 そうすると廃屋に近くて，代執行を掛けても金が取れないってことだな。 

〇櫻井住宅営繕課長 取れないんですが，宍塚大池のようにならないようにしなくては

ならないということと，もしも相続人が現れて，そこを占有しているという訴えが

された時は，土浦市だけの土地ばかりでなく，個人の土地も，この部分にあります

ので，その土地を譲るという形になってしまいますので，公金を使って，勝訴した

際には，持ち出しになりますが，取れないんですが，公金を使わせていただければ

なと考えております。 

○栁澤委員 それはやむを得ないと思うんだけど，この地図の・・さんの両側に，家，あ

るね。この人たちも市有地なの。 

〇櫻井住宅営繕課長 この土地については，払い下げは行っていません。 

○栁澤委員 この点線内は，市の土地。 

〇櫻井住宅営繕課長 土浦市だけではなくて，他２名の方の所有地もございます。 

○栁澤委員 こういうケース，他にもあるの。ここだけですか。 

〇櫻井住宅営繕課長 今は，ここ１件という状況です。もう１ヶ所，あるんですが，そ

こは，建物だけが残っていたんですが，もう解体しまして，きれいにしまして，返

還することになっておりますので。 

○栁澤委員 今後，こういう問題，ここしかないということで，もう出ないんだろうけ

ど，いっそ，全部，払い下げをしてしまえば。そうすると解体費用，出るんじゃな

い。 

〇櫻井住宅営繕課長 民間から借り入れてる土地が入り組んでまして・・・。 

○栁澤委員 難しいのか。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。土地交換とかをして返さないと，非常に難しいような・・・。 

○寺内委員 入り組んでいるんだろうな。 

〇櫻井住宅営繕課長 この中を区画整理しなければならないような・・・。 

○栁澤委員 そんなに込み入ってるの。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○栁澤委員 坪４～５万，掛かるだろうからね。その費用を捻出するための，どうせ，

今まで，なかったと思っていた土地だから，売っちゃえばいいんだ。うまく，ここ

を整理して。 
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〇櫻井住宅営繕課長 考えたんですが，交換の方が難しくて。 

○内田委員 本会議中の委員会で，公図，出してください。わからないよ，何の話しを

してるのか。そういうものを出さないと，わからないじゃん。それともう１つ，１

番の・・さん，どういうことか，わからないんだけど。 

〇櫻井住宅営繕課長 この方は家賃の滞納でして・・・。 

○内田委員 どこの家賃なんだい。 

〇櫻井住宅営繕課長 霞ヶ岡第二住宅にお住いの方です。 

○内田委員 住所が牛久ってあるからよ。飛び出しちゃったのか。 

〇櫻井住宅営繕課長 はい。 

○内田委員 追い出されちゃって，家賃を払わないで牛久に住んでるという意味なの。 

〇櫻井住宅営繕課長 滞納家賃が溜まったものですから，夜逃げをしちゃったような状

況なんです。それで，そちらまで追いかけていきまして，払ってという話もしたん

ですが，住んでいるんだか住んでいないんだか，わからないような状況でして。鍵

がかかった状態なので，私ども，中に入ることができないので，訴えを起こしまし

てという形です。 

○勝田委員長 さっき，栁澤委員から払い下げしたらどうだという話がありまして，難

しいんだと。これは，何軒か，今，立っていますけど，個別にすると建築確認が取れ

ない状況なんですか。 

〇櫻井住宅営繕課長 地図の真ん中に道路があるようになっていますが，公図にはあり

ません。確認申請，一軒ずつ取るのは難しいと思います。 

○勝田委員長 他に質問ありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次に（２）報告事項に移ります。ア．入札案

件について農林水産課から順次説明願います。 

○草間道路課長 同じく，別添資料９の入札案件につきまして，説明いたします。道路

課の入札案件は７件でございます。１ページをお願いします。神立駅東口歩行者専

用道路新設工事でございます。工事箇所につきましては，ＪＲの神立駅東口から白

鳥通りに向かう線路わきの土地でございます。工事概要でございますが，延長２２

０ｍ区間におきまして幅員９．０ｍから１４．０ｍの用地内で，歩行者専用道路及

び自転車道等を整備するものでございます。一部事務組合から依頼され，道路課が

工事を行うものでございます。２ページをお願いします。市道烏山１１９号線改良

工事でございます。工事箇所につきましては，烏山四丁目の一番南側，阿見町との

行政界に位置します住宅地内の生活道路でございます。工事概要でございますが，

延長８７ｍ区間におきまして，現況幅員約４．０ｍの官地幅を活用して施工するも

ので，道路側溝を敷設し舗装整備するものでございます。続きまして，３ページを

お願いします。市道小松三丁目７号線改良工事でございます。工事場所につきまし

ては，千鳥が丘町児童公民館の北側に位置します千鳥が丘町地内の生活道路でござ

います。工事概要につきましては，延長６５ｍ区間におきまして，現況幅員約２．
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０ｍの道路を用地の付け替えにより計画幅員４．０ｍに拡幅改良するもので，道路

側溝を敷設し，舗装を整備する工事でございます。４ページをお願いします。市道

真鍋２１号線改良工事でございます。工事箇所につきましては，赤池の南西側に位

置します真鍋４丁目地内の生活道路でございます。工事概要につきましては，延長

１００ｍ区間におきまして，現況幅員約１．８メートルの道路を計画幅員４．０ｍ

に拡幅改良するものでございます。道路側溝を敷設し，舗装を整備する工事でござ

います。続きまして，５ページをお願いします。市道白鳥１号線改良工事でござい

ます。工事箇所につきましては，白鳥新町の団地の東側に位置します白鳥町地内の

生活路線でございます。工事概要につきましては，延長２００ｍ区間におきまして，

現況幅員約３．６ｍの道路を計画幅員４．０ｍに拡幅改良するもので，道路側溝を

敷設し，舗装を整備する工事でございます。続きまして，６ページをお願いします。

市道小山田３・２３号線改良工事でございます。工事箇所につきましては，小山田

一丁目地先の常磐自動車道の北側で，つくば市との行政界に位置する生活道路でご

ざいます。工事概要につきましては，延長２２２ｍ区間におきまして，現況幅員約

３．６ｍの道路を計画幅員５ｍに拡幅改良するもので，道路側溝を敷設し，舗装を

整備する工事でございます。続きまして，７ページをお願いします。土浦市殿里地

内地籍修正測量業務委託でございます。委託場所につきましては，土浦合同庁舎の

南東側に位置します殿里地内の現況山林の区域でございます。当区域の国土調査は，

昭和４８年度に一筆調査を実施しまして，昭和５１年度に成果が法務局に反映され

たところですが，今般，地権者からの相談により，登記簿謄本と公図に食い違いが

あることや登記簿謄本の地番や地籍にも誤りがあることが判明したため，法務局と

打ち合わせをした結果，国土調査の修正により，手続きを行うよう指示があったた

め，境界確認や測量等，登記に必要な地籍図の作成を行うものでございます。道路

課は，以上７件でございます。 

○櫻井住宅営繕課長 ８ページをお願いします。市営常名第三住宅敷地返還工事でござ

います。斜線で塗られている部分が，市営常名第三住宅でございます。面積の方が

１，５００㎡ございまして，こちらの方，借地をしていましたので，地権者に返還

する工事でございます。工事としましては，中に管理用道路とか，そういうものが

ございましたので，それから樹木等の伐根等がございます。そういうものを直しま

して，返還するものでございます。住宅営繕課からは以上でございます。 

○和田下水道課長 水道課でございます。同じく，９ページをお願いします。神立菅谷

雨水幹線（調整池）整備工事の３工区でございます。この工事は，現在，調整池築造

に伴う掘削と残土搬出を継続しており，本年度は，先に発注の第１工区と第２工区

について完了しております。この度の発注内容につきましては１，３２０㎥の土砂

を掘削し，搬出処分する工事でございます。続きまして１０ページをお願いします。

港町三丁目地内，汚水管きょ補強工事でございます。この工事は，港町三丁目地内

に埋設されております１２６ｍ区間の汚水管渠につきまして，劣化箇所を補強する

工事でございますが，昨年１２月２０日の入札案件により，一度，開札したもので
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ございますが，同じ時期に近郊の市町村において，同種の工事が多数発注されてお

り，応札者がなかったことから，入札条件等を変更し，再度，発注する工事でござ

います。下水道課は，以上でございます。よろしくお願いします。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，次に（３）その他に移ります。アの工事発注

状況報告については，各自，資料に目を通していただくということで，説明は省略

といたします。次にイ．地籍調査に係る訴訟の終結について説明願います。 

○草間道路課長 別添資料１１をお願いたします。１ページをお願いします。本件につ

いては，１１月の事前委員会におきまして，経過を報告いたしたものです。この訴

訟は昭和５５年に実施しました下高津地内の国土調査におきまして，違法行為によ

る地目変更があったと，国と土浦市を相手取り，昨年度，東京地裁に提訴されたも

のでございます。５番の欄にありますが口頭弁論が行われ，６番にありますように

７月１９日に，原告の請求を棄却する言い渡しがありました。しかしながら，原告

は，この第一審判決を不服とし，東京高等裁判所に７月３１日付けで控訴したもの

でございます。１０月３０日に口頭弁論があり，市としましては，控訴に理由がな

いということで棄却されるべきと主張をしてきたところです。１月１５日になりま

すが，東京高等裁判所におきまして，控訴を棄却するという言い渡しがありました。

その後，最高裁判所への上告が無かったことから２月１日付けで高等裁判所の判決

が確定したものでございます。説明につきましては以上となります。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 それでは次にウ．県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水供給

事業の統合案について及び水道用水の需要における責任取引水量の見直しに係る要

望について説明願います。 

○黒須水道課長 別添資料１２をお願いいたします。県南広域水道用水供給事業及び県

西広域水道用水供給事業の統合案について及び水道用水の需要における責任取引水

量の見直しに係る要望について，ご報告申し上げます。本市の契約水量との協定に

より定めた責任引取水量から，他市に融通した水量を除いたものが現在の契約水量

となっておりますが，この契約水量と，実際の１日最大給水量との差について，今

回，市長が直接知事に土浦市の現状を説明し，見直し要望を行ったものでございま

す。今回の要望に先だちまして，県南広域水道用水供給事業及び県西広域水道用水

供給事業の統合案が示されていたことから，さらなる契約水量の見直しを県の計画

等に反映することを強く要望しました。２ページが統合案でございます。３ページ

が要望書でございます。 

○勝田委員長 ただ今の説明につきまして，何かご質問等ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 質問もないようですので，執行部の方からその他，何かありますか。 
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○皆藤商工観光課長 土浦市全国花火大会事故対策会議の報告及び土浦桜まつり２０２

０の開催について，別紙をご覧願います。 

○草間道路課長 土浦港について，別紙をご覧願います。 

○勝田委員長 その他，何かございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○勝田委員長 それでは，これで産業建設委員会を閉会します。 


